
議 会 運 営 委 員 会 日 程

平成３０年３月１５日（木） 

午前１０時 ５０２会議室 

日程第１ 追加議案について 

 (1) 議案第８４号 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の 

          制定について 

 (2) 議案第８５号 川崎市副市長の選任について 

 (3) 議案第８６号 川崎市教育委員会委員の任命について 

日程第２ 動議について 

 (1) 「議案第３４号 平成３０年度川崎市一般会計予算」等の組替えを求める動議 

日程第３ 意見書案及び決議案について  

 (1) 意見書案第１号 性犯罪等被害者への支援の拡充を求める意見書 

 (2) 意見書案第２号 子育て世代への支援拡充を求める意見書 

 (3) 意見書案第３号 洪水防止等のための中小河川の河道掘削に関する意見書 

 (4) 意見書案第４号 家庭教育支援法の制定を求める意見書 

 (5) 意見書案第５号 待機児童の解消を求める意見書 

 (6) 意見書案第６号 生活保護基準の引下げに反対する意見書 

 (7) 意見書案第７号 消費税の増税中止を求める意見書 

 (8) 決議案第 １号 ヘイトスピーチの根絶に関する決議 

日程第４ ３月１６日（金）の本会議の運営について 

 【別紙「３月１６日（金）の本会議の議事要領」による】 

日程第５ 請願の審査 

 (1) 請願第３５号 市議会主催の市議会報告会を各区で開催することに関する請願 

日程第６ 今後の議会改革等の検討課題について 

 (1) 市民（議会）報告会の検討 

日程第７ 本会議等への議事説明員の出席について 
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日程第８ 審査請求に係る議会への諮問手続の見直しについて 

日程第９ その他 
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「議案第３４号 平成３０年度川崎市一般会計予算」等の組替えを求める

動議の提出について 

上記の動議を別紙のとおり、川崎市議会会議規則第１５条の規定により提出い

たします。 

平成３０年３月１３日 

川崎市議会議長  松 原 成 文  様 

         提出者  川崎市議会議員  市 古 映 美 

                 〃     石 田 和 子 

                 〃     佐 野 仁 昭 

〃     斉 藤 隆 司 

                 〃     石 川 建 二 

                 〃     井 口 真 美 

                 〃     勝 又 光 江 

                 〃     大 庭 裕 子 

 〃     渡 辺   学 

                 〃     宗 田 裕 之 

                 〃     片 柳   進 
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「議案第３４号 平成３０年度川崎市一般会計予算」等の組替えを求める

動議 

 「議案第３４号 平成３０年度川崎市一般会計予算」、「議案第３５号 平成

３０年度川崎市競輪事業特別会計予算」、「議案第４１号 平成３０年度川崎市

介護保険事業特別会計予算」、「議案第４２号 平成３０年度川崎市港湾整備事

業特別会計予算」、「議案第４６号 平成３０年度川崎市公共用地先行取得等事

業特別会計予算」、「議案第４９号 平成３０年度川崎市下水道事業会計予算」、

「議案第５０号 平成３０年度川崎市水道事業会計予算」について、市長は別紙

要領により速やかに組替えをなし、再提出することを要求する。 
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（別  紙） 

１ 組替えを求める理由 

安倍政権の経済政策―「アベノミクス」が始まって５年が経過し、この５

年間で日本の貧困は悪化し続けた。貧困ラインは、１９９９年の１５７万円が

２０１４年には１３３万円に下がり、この結果、貧困ライン以下の世帯は、子

どもを持つこと自体が困難になっているというより深刻な事態が起こっている。

ＯＥＣＤのデータでは、アメリカ、イギリス、ドイツ、カナダ、イタリア及び

フランスの貧困ラインは上がっているが、日本だけが下がっている状況にある。

経済的な格差は大きく拡大し、大企業は史上最大の利益を上げ、内部留保は４

００兆円を超えるほど積み上がっているものの、働く人の実質賃金は年間１５

万円も減り、実質消費支出は２０万円も減っている。 

社会保障制度は改悪され、社会保障費の「自然増」削減は６年間で１兆５，

９００億円に上り、高齢者は年金が下げられる一方で保険料は値上がりしてい

る。その上、生活保護の基準額を最大５％も引下げる計画が出ており、主に都

市部の高齢者世帯や家族の人数が多い世帯が対象となり、世帯数で６７％程度

が引下げの対象になると言われている。高齢者を始め多くの市民は毎日どう暮

らせばいいのかとギリギリの生活を強いられている。 

川崎市においても貧困と格差は広がっており、市内の雇用者数は、２００

２年から２０１２年の１０年間で１０.４万人増えているものの、非正規労働

者が増大していることなどから、２０１２年の年収３００万円以下は６万人増

えて市内労働者の４４％に上る一方、年収１，５００万円以上の割合はほとん

ど変わらず、市民生活はますます苦しくなっている。 

こうした中、地方自治体には国の悪政から市民生活を守る防波堤の役割を

果たすことが求められているが、新年度予算案は、市民の福祉や暮らし、市内

中小企業への支援、雇用対策など極めて不十分なものとなっている。 

  その一方で、不要不急な大規模事業への予算は大幅に増えており、市民にと

って必要のない臨港道路東扇島水江町線整備に約２５億円、東扇島堀込部土地

造成事業に約６６．５億円など国際コンテナ戦略港湾関連で約１１１．４億円、

羽田連絡道路整備事業に約４８．８億円など臨海部の戦略的な産業集積と基盤

整備で約５７．４億円といった多額の予算が計上されている。 

  我が党は、市民生活を支えるための緊急課題に絞って、次の組替えの基本方

針及び内容により２０１８年度予算案の再提出を求めるものである。 

２ 組替えの基本方針 

 子育て世代の賃金・経済状況が悪化する中で、共働きをしなければ生活
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できない世帯が急増しており、保育園の利用申請率が就学前児童の約４割

に上っているなど、かつてない勢いで保育園ニーズが高まっていることか

ら認可保育園の緊急増設を行う。私立幼稚園の入園料について補助制度を

創設する。小児医療費助成制度の所得制限と一部負担金を撤廃し、中学生

まで拡充する。一人ひとりの子どもに目が行き届き、学習・生活指導など

あらゆる面から教育条件を改善する有効策として、少人数学級を小学３年

生と中学１年生で実現する。憲法２６条２項の義務教育無償原則の趣旨か

ら、学校給食費の値上げを抑え、現行の給食費を維持する。児童養護施設

等の入所者等への学習支援の充実等を図る。 

 高齢者に増税・負担が集中している状況下で、いま以上の介護保険料の

値上げはせず、現行の保険料を維持する。安心して介護を受けられるよう、

介護援助手当を復活、特別養護老人ホームを増設し、人材確保が困難な介

護老人福祉施設等に職員の定着・確保を図るための支援を行う。敬老祝

金・長寿夫妻記念品を復活する。削減した障害者支援施設等運営費の市単

独定率加算を復活する。非課税世帯などの低所得の障がい者の医療費を無

料にし、重度障害者等入院時食事代補助制度を復活する。 

 貧困と格差が拡大している状況下で被保護世帯への上下水道料金の減免及

び入浴援護事業の復活により、低所得世帯への生活応援を図る。とりわけ、

「子どもの貧困」が深刻化する中で、小・中学校の自然教室の食事代補助、

生活保護・就学援助世帯の入学祝金・修学旅行支度金・卒業アルバム代補助、

就学援助世帯への眼鏡支給・社会見学等の実費支給補助を復活するとともに、

補助範囲をＰＴＡ会費、生徒会費、体育実技用具費等にも拡充する。市立定

時制高校の夜食代補助を復活する。 

 中小企業活性化条例の施行にふさわしく、工場の家賃や機械リース代など

の固定費補助制度創設で中小・零細企業者を直接下支えする。建設業の振

興とともに経済波及効果が大きく、市民にも喜ばれる住宅リフォーム助成

事業を創設する。雇用を巡る環境が厳しい中、こうした取組により雇用拡

大を図る。 

 防災対策の第１の要である旧耐震基準の木造住宅の耐震化促進を図るため、

助成対象件数を増やす。 

 国際コンテナ戦略港湾関連や臨海部の基盤整備等への投資、臨港道路東扇

島水江町線及び羽田連絡道路など市民生活にとって必要性が示されない２本

の橋の整備、高速川崎縦貫道路など、不要不急の大規模事業を中止・延期す

ることで、一般会計の市債発行を抑制し、後年度負担の軽減を図る。 

３ 組替えの内容 
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  不要不急の大規模事業の中止と基金からの借入れなどにより、後年度負担を

軽減するとともに、約７０意円を確保し、次の「 歳出予算の組替え」に掲げ

た施策を実施する。 

歳入予算等の組替え 

ア 国際コンテナ戦略港湾関連事業（東扇島コンテナターミナル整備、川 

崎港利用促進コンテナ貨物補助制度等）の中止（市債発行約４億９，００

０万円の抑制など：事業費約１９億７，９８６万円） 

イ 東扇島掘込部土地造成事業の中止（事業費約６６億５，２２１万円） 

ウ 臨港道路東扇島水江町線整備の推進事業の中止（一般財源約５３０万 

円、市債発行約１８億７，３００万円の抑制など：事業費約２５億２９９

万円） 

エ 臨海部の戦略的な産業集積と基盤整備の中止（臨海部活性化推進事業、

国際戦略拠点地区整備推進事業）（一般財源約４億７９６万円、市債発行

約２億２，４００万円の抑制など：事業費約８億６，９８８万円） 

オ 羽田連絡道路整備事業の中止（一般財源約１億７，５１３万円、市債 

発行約１１億３，６００万円の抑制など：事業費約４８億７，５８９万

円） 

カ 先端産業立地促進事業（イノベート川崎）の中止（一般財源約１億６，

５６９万円の抑制：事業費約１億６，５６９万円） 

キ 高速川崎縦貫道路関連事業（川崎縦貫道路整備事業、高速川崎縦貫線 

４０９号新設改築等）の中止（一般財源約１，３００万円、市債発行約１

億４，１２８万円の抑制など：事業費約１億７，８１９万円） 

ク 競輪施設等整備事業基金（約９．８億円）、競輪事業運営基金（約６ 

億円）、港湾整備事業基金（約９２億円）、土地開発基金（約７．３億

円）等の当面使用する予定のない基金から借入れ（約６２億円） 

歳出予算の組替え 

  ア 介護保険料の値上げを抑え、現行の保険料を維持 

  イ 特別養護老人ホームの緊急増設  

  ウ 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設の人材確保のための補助  

エ 介護援助手当の復活   

  オ 敬老祝金・長寿夫妻記念品の復活 

カ 障害者支援施設等運営費の市単独定率加算の復活  

  キ 障がい者で低所得１、２の方の医療費の無料化 

  ク 重度障害者等の入院時食事代補助の復活   

  ケ 被保護世帯への上下水道料金の基本料金減免の復活  

  コ 被保護世帯入浴援護事業の復活  
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サ 児童養護施設等の入所者等への学習支援の充実等 

  シ 小児医療費助成の所得制限を撤廃し、中学生まで無料化   

  ス 認可保育園の緊急増設     

セ 私立幼稚園の入園料の補助 

ソ 小人数学級を小学３年生まで拡充し、中学１年生でも実施 

タ 小学校の学校給食費の値上げを抑え、現行の給食費を維持 

チ 小・中学校の就学援助費の復活（生活保護世帯等への入学祝金・修学旅

行支度金、眼鏡支給・卒業記念品費・社会見学費等）と拡充（学用品費、

ＰＴＡ会費、生徒会費、体育実技用具費等） 

  ツ 小・中学校の自然教室の食事代補助の復活    

  テ 定時制高校夜食費の復活      

  ト 木造住宅の耐震補強工事への補助拡充   

  ナ 中小・零細企業への固定費（貸工場の家賃、機械のリース代等）の補助 

  ニ 住宅リフォーム助成制度の創設 
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意見書案第１号 

   性犯罪等被害者への支援の拡充を求める意見書案の提出について 

上記の意見書案を別紙のとおり、川崎市議会会議規則第１３条の規定により提

出いたします。 

平成３０年３月１３日 

川崎市議会議長  松 原 成 文  様 

         提出者  川崎市議会議員  山 崎 直 史 

                 〃     沼 沢 和 明 

                 〃     市 古 映 美 

                 〃     山 田 益 男 
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性犯罪等被害者への支援の拡充を求める意見書 

 性犯罪や性暴力にあっては、その被害者の人権が著しく侵害され、被害者が自らを個人

として尊重されるべき存在であると認識することが困難になる等の重大で深刻な被害が生

じる。 

同時に、被害者がその被害の性質上、支援を求めることが難しく、事件として顕在化

するものは氷山の一角に過ぎない。 

 このような性犯罪等の被害の特殊性、深刻性に鑑み、被害者が被害を受けたときから直

ちに必要かつ十分な支援を受け、中長期的にも支援が継続されなければならない。 

 よって、国におかれては、次の事項について特段の措置を講ぜられるよう強く要望する

ものである。 

 １ 被害者を救済するため、その支援施策等について定めた法律を制定すること。 

 ２ 被害者の多様なニーズに対応するため、２４時間体制のワンストップ支援センター

や電話相談窓口の設置など総合的な支援施策を策定し、財政上の措置を講ずること。 

 ３ ワンストップ支援センターへの援助などを定める性犯罪等被害者支援基本計画を策

定すること。 

 ４ 性犯罪等被害者支援基本計画の策定や関連する支援施策は、性犯罪等の被害の実態

に即した形で行われるようにすること。 

 ５ 被害者の支援施策の実施状況に関する報告書を公表すること。 

 ６ 被害者の刑事手続等における負担を可能な限り軽減する方策や、未成年者に対する

性犯罪の時効について撤廃も含めて検討を行うこと。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

  年 月 日 

議会議長名 

 衆 議 院 議 長 

 参 議 院 議 長 

 内閣総理大臣            

総 務 大 臣      

法 務 大 臣     宛て 

財 務 大 臣 

厚生労働大臣 

国家公安委員会委員長 

男女共同参画担当大臣 
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意見書案第２号 

   子育て世代への支援拡充を求める意見書案の提出について 

上記の意見書案を別紙のとおり、川崎市議会会議規則第１３条の規定により提

出いたします。 

平成３０年３月１３日 

川崎市議会議長  松 原 成 文  様 

         提出者  川崎市議会議員  山 崎 直 史 

                 〃     沼 沢 和 明 

                 〃     市 古 映 美 

                 〃     山 田 益 男 
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子育て世代への支援拡充を求める意見書 

 子育てへの問題として、育児不安、経済的な負担、仕事との両立が指摘されている。 

誰もが安心して出産・子育てができるよう相談・支援体制を充実させ、子どもの成長

に合わせて必要となる各費用について支援を拡大する必要があるとともに、女性も男性も

ワーク・ライフ・バランスの実現が可能となる就労環境の整備も喫緊の課題である。 

 さらに、子どもの貧困率が先進国の中でも高い水準にとどまる現状から、個別の保護を

必要とする子どもたちに対しても手厚い公的保護を行うべきである。 

 よって、国におかれては、全ての子どもたちが健全に安心して育つことができ、全ての

保護者がゆとりと責任をもって子育てができる社会の実現のため、次の事項について特段

の措置を講ぜられるよう強く要望するものである。 

１ 妊娠・出産・子育て等について、２４時間対応の全国統一番号のホットラインを

開設するとともに、ＳＮＳを活用した相談体制の構築を進めること。 

２ 長時間労働の規制を強化し、また、育児休業や子どもの看護休暇の取得、在宅勤

務や短時間勤務の推進等、仕事と子育ての両立ができる働き方を促進すること。 

３ 男女が共に子どもを育てる社会を実現するために、女性の社会参加に不可欠な男

性の働き方改革を実現し、育児参加の抜本的拡充に取り組むこと。 

４ 保健所や児童館等の子育て支援機能を強化し、育児の不安や地域での孤立を解消

するため、子どもの育ちや子育てを支える地域ネットワークの構築を推進すること。 

５ 中高生の子どもたちが気軽に立ち寄れる安全な居場所づくりと子どもに関する親

の悩みを相談できる体制づくりを促進すること。 

６ 妊娠・出産を始め子どもの成長に合わせて必要となる各費用について、一層の助

成や給付の拡大を行うこと。 

７ 貧困の世代連鎖を断ち切るために、ひとり親家庭への支援を拡充するなど、子ど

もの貧困対策の推進に関する法律に基づいた施策を行うこと。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

  年 月 日 

議会議長名 

 衆 議 院 議 長 

 参 議 院 議 長 

 内閣総理大臣 

総 務 大 臣    宛て 

財 務 大 臣 

厚生労働大臣 

少子化対策担当大臣 

男女共同参画大臣 
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意見書案第３号 

   洪水防止等のための中小河川の河道掘削に関する意見書案の提出について 

上記の意見書案を別紙のとおり、川崎市議会会議規則第１３条の規定により提

出いたします。 

平成３０年３月１３日 

川崎市議会議長  松 原 成 文  様 

         提出者  川崎市議会議員  山 崎 直 史 

                 〃     沼 沢 和 明 

                 〃     市 古 映 美 

                 〃     山 田 益 男 
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洪水防止等のための中小河川の河道掘削に関する意見書 

平成２８年８月の北海道や東北での記録的な大雨や、平成２９年７月九州北部豪雨など、

近年、中小河川において土砂の流出による河床上昇や流木等による橋梁での河道埋塞によ

って洪水が発生しており、これは河床幅等が十分ではないことが一つの原因となっている。 

 しかし、これまでの都道府県や市町村が管理する河川の流量確保のための河道掘削につ

いては、維持補修の範囲として、各自治体の単独費予算で行われており、遅々として進ん

でいない状況にある。 

 このような中、国土交通省は、中小河川の豪雨対策を強化するため、全国の中小河川の

緊急点検の結果を踏まえた中小河川緊急治水対策プロジェクトを取りまとめ、再度の氾濫

防止対策の一つとして河道掘削を含めた緊急対策をすることとした。 

 しかし、この中小河川緊急治水対策プロジェクトは、おおむね３箇年の時限的措置であ

り、また、河道掘削の対策箇所は、重要水防区間のうち、近年、洪水により被災した履歴

がある区間に限られている。 

 よって、国におかれては、中小河川緊急治水対策プロジェクトが、中小河川を管理する

自治体にとって真に活用しやすい施策とするため、次の事項について特段の措置を講ぜら

れるよう強く要望するものである。 

 １ 平成２９年度補正予算が計上されているが、次年度以降についても、自治体の要望

を踏まえ、十分な予算を確保すること。 

 ２ 河道掘削の対策箇所を限定しているが、中小河川を管理する自治体がより柔軟な対

応ができるよう、対策箇所の拡大も含めて検討し、また、国直轄河川の河道掘削につ

いても、周辺自治体の要望を踏まえ、必要な対策を行うこと。 

 ３ 防災・安全交付金を活用した中小河川の河道掘削の対策については、時限的措置で

なく、恒久的な制度となるよう検討すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

  年 月 日 

議会議長名 

 衆 議 院 議 長 

 参 議 院 議 長 

 内閣総理大臣  宛て 

 総 務 大 臣 

 国土交通大臣 
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意見書案第４号 

   家庭教育支援法の制定を求める意見書案の提出について 

上記の意見書案を別紙のとおり、川崎市議会会議規則第１３条の規定により提

出いたします。 

平成３０年３月１３日 

川崎市議会議長  松 原 成 文  様 

         提出者  川崎市議会議員  山 崎 直 史 

                 〃     原   典 之 

                 〃     野 田 雅 之 

                 〃     沼 沢 和 明 

                 〃     山 田 晴 彦 

                 〃     かわの 忠 正 

15



家庭教育支援法の制定を求める意見書 

現在、核家族化の進行、地域社会のきずなの希薄化など、家庭をめぐる社会的な変化は

著しく、子供に対する過保護、過干渉、放任など、家庭教育力の低下が強く指摘され、極

めて憂慮されるところとなっている。 

厚生労働省の発表によると、児童虐待の相談件数はこの３年間で毎年１万件以上増加し、

平成２８年度には過去最多の１２万２，５７５件に上るなど、一層深刻さを増しており、

また、若い父親と母親による出産や育児などが、人間関係の希薄化した社会の中で孤立し

てしまう状況も増えており、行政からのより積極的な家庭教育への支援が必要となってい

る。 

未来の社会の担い手である子供たちを育成する家庭は、社会と国の基本単位であり、家

庭倫理が社会倫理の基盤にもなるとともに、教育基本法第１０条は、父母等の保護者は、

子の教育について第一義的責任を有し、国は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者の

学習の機会及び情報の提供等の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めな

ければならないと規定している。 

よって、国におかれては、家庭教育の支援に関する施策の総合的な推進を図るため、家

庭教育支援法を制定されるよう強く要望するものである。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

年 月 日 

議会議長名 

衆 議 院 議 長 

参 議 院 議 長 

内閣総理大臣  宛て 

総 務 大 臣 

文部科学大臣 

厚生労働大臣 
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意見書案第５号 

   待機児童の解消を求める意見書案の提出について 

上記の意見書案を別紙のとおり、川崎市議会会議規則第１３条の規定により提

出いたします。 

平成３０年３月１３日 

川崎市議会議長  松 原 成 文  様 

         提出者  川崎市議会議員  市 古 映 美 

                 〃     石 田 和 子 

                 〃     佐 野 仁 昭 

                 〃     山 田 益 男 

                 〃     岩 隈 千 尋 

                 〃     堀 添   健 
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待機児童の解消を求める意見書 

 保育所等を利用する児童数は、昨年４月１日時点で約２５５万人に達したものの、待機

児童数は前年を約２，５００人上回り、２万６千人を超え、また、放課後児童クラブの待

機児童数も約１万７千人程度で高止まりしている。 

 国は、全ての子どもが安心して育つことのできる社会の実現のため、十分な財源を確保

し、保育施設等の拡充により子どもの健やかな育ちの場を確保するとともに、その担い手

が安心して就労を継続できる環境を整備するなど、待機児童の解消に向けた施策を推進す

べきである。 

 よって、国におかれては、子どもには適切な保育と教育を受ける権利があることから、

待機児童の解消のため、次の事項について特段の措置を講ぜられるよう強く要望するもの

である。 

１ 待機児童の解消及び地域における子ども・子育て支援の拡充のため、十分な予算

を確保し、子ども・子育て支援新制度を円滑に進めること。 

２ 子どもの命を預かり、人格形成に重要な時期に適切な対応ができる保育・教育人

材を確保するため、保育士・幼稚園教諭等の賃金を適正な額に引き上げ、また、保

育士等のワーク・ライフ・バランスの実現等の処遇改善を行い、潜在保育士の現場

復帰を促すこと。 

３ 保育所等の受入先整備については、子どもの安全と良質な保育・教育環境が確保

されるよう努めること。 

４ 保育・教育の質にばらつき・格差が生じないよう、ガイドラインを策定し、遵守

を徹底させること。 

５ 夜間保育、病児・病後児保育、障害児保育など多様な保育の提供が一層図られる

よう支援すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

  年 月 日 

議会議長名 

 衆 議 院 議 長 

 参 議 院 議 長 

 内閣総理大臣 

総 務 大 臣    宛て 

 財 務 大 臣 

厚生労働大臣 

少子化対策担当大臣 
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意見書案第６号 

   生活保護基準の引下げに反対する意見書案の提出について 

上記の意見書案を別紙のとおり、川崎市議会会議規則第１３条の規定により提

出いたします。 

平成３０年３月１３日 

川崎市議会議長  松 原 成 文  様 

         提出者  川崎市議会議員  市 古 映 美 

                 〃     石 田 和 子 

                 〃     佐 野 仁 昭 

〃     斉 藤 隆 司 

                 〃     石 川 建 二 

                 〃     井 口 真 美 

                 〃     勝 又 光 江 

                 〃     大 庭 裕 子 

 〃     渡 辺   学 

                 〃     宗 田 裕 之 

                 〃     片 柳   進 
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生活保護基準の引下げに反対する意見書 

厚生労働省は、平成２９年１２月８日、生活扶助基準、母子加算及び児童養育加算の

引下げを社会保障審議会生活保護基準部会に提示し、同月１４日の同部会の報告書を受け

て、平成３０年１０月から生活扶助費を３年間で最大５％引き下げ、母子加算は平均で月

額４，０００円、児童養育加算の３歳未満児は月額５，０００円を引き下げる方針を示し、

生活保護費は３年間で国費１６０億円が削減される見込みとなった。 

生活扶助基準の見直しにおいては、生活扶助基準と所得が下位１０％に属する一般低

所得世帯の消費水準とを対比するが、生活保護の捕捉率は２割程度と言われ、一般低所得

世帯には生活保護以下の生活をしている世帯が多数含まれることから、生活扶助基準のほ

うが高くなるのは当然であり、検証方法に問題があると言える。 

生活扶助基準は、既に平成２５年から段階的に引き下げられ、平成２７年には住宅扶

助基準及び冬季加算も削減されており、これ以上引き下げられれば、生活保護世帯の厳し

い生活を更に追い詰めることになる。 

また、生活扶助基準の引下げは、最低賃金、国民健康保険、介護保険、保育料、就学

援助など様々な制度に影響を及ぼし、生活保護を受給していない市民全般の生活水準の引

下げにもつながるものであり、実際、平成２５年に生活扶助基準が引き下げられたときに

は、就学援助の基準が下がる自治体が続出したほか、年金、医療、介護といったあらゆる

社会保障制度が削減されて自己負担が増え、今や市民生活全般が危機に陥っている。 

神奈川県弁護士会の会長声明によると、横浜市、川崎市を始めとする都市部の子ども

のいる世帯と高齢世帯において生活保護基準の大幅な引下げが見込まれ、貧困の再生産を

助長しかねないとされていることからも、今求められることは生活保護基準の引下げでは

なく、一般低所得世帯にも生活保護世帯にも必要な支援を行い、暮らしの底上げを図るこ

とである。 

よって、国におかれては、市民の生活を支えるセーフティーネットを痛めつけること

となる生活保護基準の引下げをされないよう強く要望するものである。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

年 月 日 

議会議長名 

衆 議 院 議 長 

参 議 院 議 長 

内閣総理大臣  宛て 

総 務 大 臣 

  厚生労働大臣 
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意見書案第７号 

消費税の増税中止を求める意見書案の提出について 

上記の意見書案を別紙のとおり、川崎市議会会議規則第１３条の規定により提

出いたします。 

平成３０年３月１３日 

川崎市議会議長  松 原 成 文  様 

         提出者  川崎市議会議員  市 古 映 美 

                 〃     石 田 和 子 

                 〃     佐 野 仁 昭 

〃     斉 藤 隆 司 

                 〃     石 川 建 二 

                 〃     井 口 真 美 

                 〃     勝 又 光 江 

                 〃     大 庭 裕 子 

 〃     渡 辺   学 

                 〃     宗 田 裕 之 

                 〃     片 柳   進 

                 〃     三 宅 隆 介 
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消費税の増税中止を求める意見書 

平成２５年に改正された消費税法では、平成２６年４月に５％から８％に、平成２７

年１０月に１０％に引き上げることとし、これにより８％には増税されたが、国民の強い

反対の声に押され、１０％への増税は２度も延期となり、現行法では来年１０月に実施さ

れることとなっている。 

消費税収は、平成元年の導入時から推計で約３４９兆円にも上るが、法人税、法人住

民税及び法人事業税の法人３税は同年から推計で約２８１兆円の減税となっており、消費

税が法人税の穴埋めに使われてきたという実態がある。 

また、消費税の使途は、社会保障に限るとしていたにも関わらず、国は１０％への増

税により見込まれる５兆円の増収のうち１兆円しか社会保障に使わないこととし、残りは

教育や子育て支援に充てるとして使途の見直しを行ったが、日本経済団体連合会が法人税

の更なる引下げを求めていることからも、教育等に充てるとすることは方便に過ぎないこ

とが明らかである。 

消費税は、地震や津波で家や職を失った被災者や、年金が下がり僅かな預貯金を取り

崩している人でも、生活のために消費する限り納付する必要があることから、低取得者ほ

どその負担が重くのしかかり、事業者にとっては消費税を商品の価格に転嫁できなくても

課税され、経営が赤字であっても納税義務が生じるものである。 

総務省の家計調査によると、２人以上の世帯の消費支出は、８％への増税後から昨年

１２月までの４５月の間で前年を下回った月は３９月もあり、これまで国が増税による景

気悪化は一時的なものと説明していたことは誤りで、今の経済状況でさえ悪化しているの

に、更に増税すれば増税不況に陥ることは明らかである。 

 よって、国におかれては、市民の暮らしと経済に重大な打撃を与える消費税の増税を中

止されるよう強く要望するものである。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

  年 月 日 

議会議長名 

 衆 議 院 議 長 

 参 議 院 議 長 

 内閣総理大臣  宛て 

 総 務 大 臣   

 財 務 大 臣 
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決議案第１号 

   ヘイトスピーチの根絶に関する決議案の提出について 

上記の決議案を別紙のとおり、川崎市議会会議規則第１３条の規定により提出

いたします。 

平成３０年３月１３日 

川崎市議会議長  松 原 成 文  様 

         提出者  川崎市議会議員  山 崎 直 史 

                 〃     沼 沢 和 明 

                 〃     市 古 映 美 

                 〃     山 田 益 男 
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ヘイトスピーチの根絶に関する決議 

本市においては、特定の国籍や民族の人々を排斥するような差別的言動、いわゆるヘイ

トスピーチが繰り返し行われ、その対象となる市民に多大な苦痛を与え、重大な人権侵害

が生じるとともに、平穏な地域社会の基盤が揺るがされてきた。 

ヘイトスピーチは到底許されるものではなく、本市議会は、平成２７年３月にヘイトス

ピーチを根絶するための対策を求める意見書、翌年３月にはあらゆる差別の撤廃に向けた

まちづくりの推進に関する決議を可決するとともに、同年５月には川崎市におけるヘイト

スピーチへの断固たる措置を求める要望書を市長に提出するなど、ヘイトスピーチを絶対

に許さない姿勢を明確に示し、市長とともにヘイトスピーチの根絶を推進してきた。 

このような中、市長は、ヘイトスピーチを伴うデモの主催者からの公園利用の許可申請

を不許可とし、さらに、公的施設においてヘイトスピーチが行われることを制度的に防止

するため、公の施設の利用許可に関するガイドラインを策定し、本年３月末から施行する

予定である。 

このガイドラインは、もとより表現の自由等の人権の不当な制限とならないよう慎重に

適用されるべきであるが、ヘイトスピーチの発生を未然に防ぐことができるものであり、

市民の苦しみや混乱にも配慮しながら適正に運用されなければならない。 

よって、本市議会は、誰もが安心し、共に幸せな市民生活を送ることができる多文化共

生社会の実現に向けて、ガイドラインの運用が適正に行われ、ヘイトスピーチが根絶され

ることを強く望むものである。 

  年 月 日 

川崎市議会 
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３月１６日（金）の本会議の議事要領 

１ 

   日程第１  平成３０年度施政方針 

   日程第２  一般議案   ６３件 

   日程第３  当初予算等  ２０件   一括上程 

   日程第４  報  告    １件 

   日程第５  請  願    ２件 

 (1) 委員長報告 （日程第２、第５の各案件） 

   総務、文教、健康福祉、まちづくり、環境委員長の順 

   （予算審査特別委員会の委員長報告は省略） 

～ 委員長報告に対する質疑 ～

 (2) 「議案第３４号 平成３０年度川崎市一般会計予算」等の組替えを求める動議 

   ［提案説明、質疑］ 

 (3) 討 論 （日程第２、第３、第５の各案件、予算組替えを求める動議） 

   ［日程第１の平成３０年度施政方針及び日程第４の報告に対するご意見などがあれば、併せてお 

     願いする。発言は、今議会の発言順］ 

 (4) 採 決 

   ① 「議案第３４号 平成３０年度川崎市一般会計予算」等の組替えを求める動議を起立により採決 

   ② 日程第２の議案６３件中、次の議案１２件を除いた５１件を起立により一括採決 

     議案第 ２号 川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条 

            例の一部を改正する条例の制定について 

     議案第 ３号 川崎市職員定数条例等の一部を改正する条例の制定について 

     議案第 ５号 川崎市基金条例の一部を改正する条例の制定について 

     議案第１１号 川崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

     議案第１３号 川崎市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

     議案第３３号 港湾施設の指定管理者の指定について 

     議案第５９号 川崎市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の制定 

            について 

     議案第６３号 川崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一 

            部を改正する条例の制定について 

     議案第６７号 川崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する 

            条例の一部を改正する条例の制定について 

     議案第７１号 川崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例 

            の一部を改正する条例の制定について 

     議案第７２号 川崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する 

            条例の一部を改正する条例の制定について 

     議案第７７号 川崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予 

            防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例 

            の一部を改正する条例の制定について 
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   ③ 除いた議案第２号、第３号、第５号、第１１号、第１３号、第３３号、第５９号、第６３号、

第６７号、第７１号、第７２号及び第７７号の１２件を起立により一括採決 

   ④ 日程第３の当初予算等２０件中、次の８件を除いた１２件を起立により一括採決 

     議案第３４号 平成３０年度川崎市一般会計予算 

     議案第３５号 平成３０年度川崎市競輪事業特別会計予算 

     議案第３９号 平成３０年度川崎市後期高齢者医療事業特別会計予算 

     議案第４１号 平成３０年度川崎市介護保険事業特別会計予算 

     議案第４２号 平成３０年度川崎市港湾整備事業特別会計予算 

     議案第４６号 平成３０年度川崎市公共用地先行取得等事業特別会計予算 

     議案第４９号 平成３０年度川崎市下水道事業会計予算 

     議案第５０号 平成３０年度川崎市水道事業会計予算 

   ⑤ 除いた議案８件中、議案第３４号を起立により採決 

   ⑥ 除いた議案第３５号、第３９号、第４１号、第４２号、第４６号、第４９号及び第５０号の 

７件を起立により一括採決 

   ⑦ 日程第５の請願２件を起立により一括採決 

     請願第３１号 教職員の勤務時間の適正な管理を求める請願 

     請願第３３号 教育格差をなくし、「ゆきとどいた教育」を求める請願 

 ２ 

日程第６ 

 議案第８４号 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定について 
 ［上程、提案説明、自席質疑（ご意見等も含む。）の後、直ちに起立により採決］ 

 ３ 

日程第７ 

 議案第８５号 川崎市副市長の選任について 
 ［上程、提案説明、自席質疑（ご意見等も含む。）の後、直ちに起立により採決］ 

 ４ 

日程第８ 

 議案第８６号 川崎市教育委員会委員の任命について 
 ［上程、提案説明、自席質疑（ご意見等も含む。）の後、直ちに起立により採決］ 

 ５ 

日程第９ 

    意見書案第１号 性犯罪等被害者への支援の拡充を求める意見書

    意見書案第２号 子育て世代への支援拡充を求める意見書

    意見書案第３号 洪水防止等のための中小河川の河道掘削に関する意見書

    決議案第 １号 ヘイトスピーチの根絶に関する決議 

   ① 意見書案第１号、第２号及び第３号を書記朗読等を省略し、直ちに起立により一括採決 

   ② 決議案第１号を書記朗読等を省略し、直ちに起立により採決 

    意見書案第４号 家庭教育支援法の制定を求める意見書 

［上程、提案説明、自席質疑（討論）の後、直ちに起立により採決］ 

    意見書案第５号 待機児童の解消を求める意見書 

［上程、提案説明、自席質疑（討論）の後、直ちに起立により採決］ 

    意見書案第６号 生活保護基準の引下げに反対する意見書 

［上程、提案説明、自席質疑（討論）の後、直ちに起立により採決］ 

一括 
上程 
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    意見書案第７号 消費税の増税中止を求める意見書 

［上程、提案説明、自席質疑（討論）の後、直ちに起立により採決］ 

 ６ 
日程第１０ 常任委員会委員の改選について 
 ［「常任委員会委員名簿一覧表」のとおり議長が指名］ 

 ７ 
日程第１１ 請願・陳情 
 ［「請願陳情文書表（その２）」により各常任委員会へ付託の上、議会閉会中の継続審査を議決］ 

 ８ 
日程第１２ 閉会中の継続審査及び調査について 
 ［「閉会中の継続審査及び調査の申し出一覧表」のとおり決することを議決］ 

＊慣例により退任予定の三浦副市長の挨拶 

＊慣例により市長の挨拶 
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平成３０年第１回川崎市議会定例会 

議事日程第４号 

                               平成３０年３月１６日（金） 

                               午 前 １０ 時    開  議 

 第 １ 

  平成３０年度施政方針 

 第 ２ 

議案第 １号  川崎市附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第 ２号  川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の 

        一部を改正する条例の制定について 

議案第 ３号  川崎市職員定数条例等の一部を改正する条例の制定について 

議案第 ４号  川崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第 ５号  川崎市基金条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第 ６号  川崎市生産緑地地区の区域の規模に関する条例の制定について 

議案第 ７号  川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例の一部を改正する条例の制定につい 

        て 

議案第 ８号  川崎市難病の患者に対する医療等に関する法律施行条例の制定について 

議案第 ９号  川崎市病院等における人員及び施設の基準に関する条例の一部を改正する条例の制 

        定について 

議案第１０号  川崎市身体障害者福祉会館条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第１１号  川崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第１２号  川崎市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第１３号  川崎市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第１４号  川崎市認定こども園の認定の要件を定める条例の制定について 

議案第１５号  川崎市児童福祉審議会条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第１６号  川崎市子どもを虐待から守る条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第１７号  川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例及び川崎市幼保連携型認定 

        こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する 

        条例の制定について 

議案第１８号  川崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一 

        部を改正する条例の制定について 

議案第１９号  都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制 

        定について 

議案第２０号  川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例の一部を 

        改正する条例の制定について 

議案第２１号  川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を改正する 

        条例の制定について 

議案第２２号  川崎市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第２３号  川崎市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第２４号  川崎市名誉市民の選定について 

議案第２５号  包括外部監査契約の締結について 

議案第２６号  川崎市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

議案第２７号  スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の変更について 

議案第２８号  高津区及び宮前区における町区域の設定について 

議案第２９号  高津区及び宮前区における住居表示の実施区域及び方法について 

議案第３０号  川崎市多摩スポーツセンター建設等事業の契約の変更について 

議案第３１号  新川崎・創造のもり産学交流・研究開発施設（公共施設部分）の取得金額の変更に 

        ついて 

議案第３２号  市道路線の認定及び廃止について 

議案第３３号  港湾施設の指定管理者の指定について 
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議案第５３号  平成２９年度川崎市一般会計補正予算 

議案第５４号  平成２９年度川崎市競輪事業特別会計補正予算 

議案第５５号  平成２９年度川崎市国民健康保険事業特別会計補正予算 

議案第５６号  平成２９年度川崎市介護保険事業特別会計補正予算 

議案第５７号  平成２９年度川崎市港湾整備事業特別会計補正予算 

議案第５８号  川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第５９号  川崎市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の制定につ 

        いて 

議案第６０号  川崎市旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第６１号  川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例の制 

        定について 

議案第６２号  川崎市障害者就労支援施設条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第６３号  川崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を 

        改正する条例の制定について 

議案第６４号  川崎市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を 

        改正する条例の制定について 

議案第６５号  川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制 

        定について 

議案第６６号  川崎市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する 

        条例の制定について 

議案第６７号  川崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例 

        の一部を改正する条例の制定について 

議案第６８号  川崎市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改 

        正する条例の制定について 

議案第６９号  川崎市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の 

        制定について 

議案第７０号  川崎市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条 

        例の制定について 

議案第７１号  川崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一 

        部を改正する条例の制定について 

議案第７２号  川崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例 

        の一部を改正する条例の制定について 

議案第７３号  川崎市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例の一部を改 

        正する条例の制定について 

議案第７４号  川崎市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改 

        正する条例の制定について 

議案第７５号  川崎市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例の一 

        部を改正する条例の制定について 

議案第７６号  川崎市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を 

        改正する条例の制定について 

議案第７７号  川崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サ 

        ービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を 

        改正する条例の制定について 

議案第７８号  川崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地 

        域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に 

        関する条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第７９号  川崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る 

        介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例 

        の制定について 

議案第８０号  川崎市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の 

        制定について 

議案第８１号  川崎市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第８２号  平成２９年度川崎市一般会計補正予算 
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第 ３ 

議案第３４号  平成３０年度川崎市一般会計予算 

議案第３５号  平成３０年度川崎市競輪事業特別会計予算 

議案第３６号  平成３０年度川崎市卸売市場事業特別会計予算 

議案第３７号  平成３０年度川崎市国民健康保険事業特別会計予算 

議案第３８号  平成３０年度川崎市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 

議案第３９号  平成３０年度川崎市後期高齢者医療事業特別会計予算 

議案第４０号  平成３０年度川崎市公害健康被害補償事業特別会計予算 

議案第４１号  平成３０年度川崎市介護保険事業特別会計予算 

議案第４２号  平成３０年度川崎市港湾整備事業特別会計予算 

議案第４３号  平成３０年度川崎市勤労者福祉共済事業特別会計予算 

議案第４４号  平成３０年度川崎市墓地整備事業特別会計予算 

議案第４５号  平成３０年度川崎市生田緑地ゴルフ場事業特別会計予算 

議案第４６号  平成３０年度川崎市公共用地先行取得等事業特別会計予算 

議案第４７号  平成３０年度川崎市公債管理特別会計予算 

議案第４８号  平成３０年度川崎市病院事業会計予算 

議案第４９号  平成３０年度川崎市下水道事業会計予算 

議案第５０号  平成３０年度川崎市水道事業会計予算 

議案第５１号  平成３０年度川崎市工業用水道事業会計予算 

議案第５２号  平成３０年度川崎市自動車運送事業会計予算 

議案第８３号  平成３０年度川崎市一般会計補正予算 

第 ４ 

報告第 １号  地方自治法第１８０条の規定による市長の専決処分の報告について 

第 ５ 

請願第３１号  教職員の勤務時間の適正な管理を求める請願 

請願第３３号  教育格差をなくし、「ゆきとどいた教育」を求める請願 

 第 ６ 

議案第８４号  職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 第 ７ 

議案第８５号  川崎市副市長の選任について 

 第 ８ 

議案第８６号  川崎市教育委員会委員の任命について 

 第 ９ 

意見書案第１号  性犯罪等被害者への支援の拡充を求める意見書 

意見書案第２号  子育て世代への支援拡充を求める意見書 

意見書案第３号  洪水防止等のための中小河川の河道掘削に関する意見書 

意見書案第４号  家庭教育支援法の制定を求める意見書 

意見書案第５号  待機児童の解消を求める意見書 

意見書案第６号  生活保護基準の引下げに反対する意見書 

意見書案第７号  消費税の増税中止を求める意見書 

決議案第 １号  ヘイトスピーチの根絶に関する決議 

 第１０ 

  常任委員会委員の改選について 
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 第１１ 

  請願・陳情 

 第１２ 

  閉会中の継続審査及び調査について 

31



平成３０年３月１２日 

  川 崎 市 議 会 議 長

     松 原 成 文 様

                            総 務 委 員 長 

                              原  典 之

総務委員会審査報告書（議案）

  本委員会に付託された下記の議案を審査の結果、次のとおり決定したので、会議 

 規則第７７条の規定により報告します。

記

議案第 １号 川崎市附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について

（原案可決）

議案第 ２号 川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する条例の一部を改正する条例の制定について

（原案可決）

議案第 ３号 川崎市職員定数条例等の一部を改正する条例の制定について

（原案可決）

議案第 ４号 川崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て （原案可決）

議案第 ６号 川崎市生産緑地地区の区域の規模に関する条例の制定について

（原案可決）

議案第２４号 川崎市名誉市民の選定について

（同  意）

議案第２５号 包括外部監査契約の締結について

（原案可決）

議案第２６号 川崎市固定資産評価審査委員会委員の選任について

（同  意）
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議案第３１号 新川崎・創造のもり産学交流・研究開発施設（公共施設部分）の取

得金額の変更について （原案可決）

議案第５３号 平成２９年度川崎市一般会計補正予算

（原案可決）

議案第５４号 平成２９年度川崎市競輪事業特別会計補正予算

（原案可決）

議案第８２号 平成２９年度川崎市一般会計補正予算

（原案可決）
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平成３０年３月１２日 

  川 崎 市 議 会 議 長

     松 原 成 文 様

                            文 教 委 員 長 

                              川 島 雅 裕

文教委員会審査報告書（議案）

  本委員会に付託された下記の議案を審査の結果、次のとおり決定したので、会議 

 規則第７７条の規定により報告します。

記

議案第 ５号 川崎市基金条例の一部を改正する条例の制定について 

 （原案可決） 

議案第１４号 川崎市認定こども園の認定の要件を定める条例の制定について

 （原案可決） 

議案第１５号 川崎市児童福祉審議会条例の一部を改正する条例の制定について

 （原案可決） 

議案第１６号 川崎市子どもを虐待から守る条例の一部を改正する条例の制定につ

いて （原案可決） 

議案第１７号 川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例及び川崎市

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準

に関する条例の一部を改正する条例の制定について

 （原案可決） 

議案第１８号 川崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に

関する条例の一部を改正する条例の制定について

 （原案可決） 

議案第２３号 川崎市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて                   （原案可決） 
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議案第２７号 スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の変更について 

（原案可決） 

議案第２８号 高津区及び宮前区における町区域の設定について 

（原案可決） 

議案第２９号 高津区及び宮前区における住居表示の実施区域及び方法について 

（原案可決） 

議案第３０号 川崎市多摩スポーツセンター建設等事業の契約の変更について 

（原案可決）
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平成３０年３月９日 

  川 崎 市 議 会 議 長

     松 原 成 文 様

                            健康福祉委員長 

                              勝 又 光 江

健康福祉委員会審査報告書（議案）

  本委員会に付託された下記の議案を審査の結果、次のとおり決定したので、会議 

 規則第７７条の規定により報告します。

記

議案第 ８号 川崎市難病の患者に対する医療等に関する法律施行条例の制定につ

いて （原案可決）

議案第 ９号 川崎市病院等における人員及び施設の基準に関する条例の一部を改

正する条例の制定について （原案可決）

議案第１０号 川崎市身体障害者福祉会館条例の一部を改正する条例の制定につい 

       て （原案可決）

議案第１１号 川崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

て （原案可決）

  議案第１２号 川崎市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定に

         ついて （原案可決）

  議案第１３号 川崎市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

て （原案可決）

  議案第５５号 平成２９年度川崎市国民健康保険事業特別会計補正予算

て （原案可決）

  議案第５６号 平成２９年度川崎市介護保険事業特別会計補正予算 

て （原案可決）
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議案第５９号 川崎市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する

条例の制定について （原案可決）

議案第６０号 川崎市旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定について 

て （原案可決）

議案第６１号 川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例の一部を改

正する条例の制定について （原案可決）

議案第６２号 川崎市障害者就労支援施設条例の一部を改正する条例の制定につい   

       て （原案可決）

議案第６３号 川崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について （原案可決）

議案第６４号 川崎市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について （原案可決）

議案第６５号 川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改

正する条例の制定について （原案可決）

議案第６６号 川崎市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例の

一部を改正する条例の制定について （原案可決）

議案第６７号 川崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準 

等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

て （原案可決）

議案第６８号 川崎市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例の一部を改正する条例の制定について （原案可決）

議案第６９号 川崎市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を

改正する条例の制定について （原案可決）

議案第７０号 川崎市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一

部を改正する条例の制定について （原案可決）

議案第７１号 川崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に

関する条例の一部を改正する条例の制定について （原案可決）
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議案第７２号 川崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準 

等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

て （原案可決）

議案第７３号 川崎市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する

条例の一部を改正する条例の制定について （原案可決）

議案第７４号 川崎市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する

条例の一部を改正する条例の制定について （原案可決）

議案第７５号 川崎市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に

関する条例の一部を改正する条例の制定について （原案可決）

議案第７６号 川崎市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について （原案可決）

議案第７７号 川崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに 

指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法 

の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

て （原案可決）

議案第７８号 川崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について （原案可決）

議案第７９号 川崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関

する条例の一部を改正する条例の制定について （原案可決）

議案第８０号 川崎市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部を

改正する条例の制定について （原案可決）

議案第８１号 川崎市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

て （原案可決）
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平成３０年３月９日 

  川 崎 市 議 会 議 長

     松 原 成 文 様

まちづくり委員長

                              山 崎 直 史

まちづくり委員会審査報告書（議案）

  本委員会に付託された下記の議案を審査の結果、次のとおり決定したので、会議 

 規則第７７条の規定により報告します。

記

議案第１９号 都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に

関する条例の制定について           （原案可決） 

議案第２０号 川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について   （原案可決） 

議案第２１号 川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の

一部を改正する条例の制定について             （原案可決） 

議案第２２号 川崎市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

                                          （原案可決） 

議案第３２号 市道路線の認定及び廃止について 

                 （原案可決） 

議案第５８号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

              （まちづくり局に関する部分） （原案可決） 
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平成３０年３月１２日 

  川 崎 市 議 会 議 長

     松 原 成 文 様

                            環 境 委 員 長 

                              押 本 吉 司

環境委員会審査報告書（議案）

  本委員会に付託された下記の議案を審査の結果、次のとおり決定したので、会議 

 規則第７７条の規定により報告します。

記

議案第 ７号 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例の一部を改正する条

例の制定について              （原案可決）

議案第３３号 港湾施設の指定管理者の指定について              

（原案可決）

議案第５７号 平成２９年度川崎市港湾整備事業特別会計補正予算

 （原案可決）

議案第５８号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について

（環境局に関する部分）           （原案可決）     
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平成３０年３月８日 

  川 崎 市 議 会 議 長

     松 原 成 文 様

予算審査特別委員長

 河 野 ゆ か り 

予算審査特別委員会審査報告書（議案）

  本委員会は、平成３０年２月２７日に付託された下記の議案を審査の結果、「結論は本

会議に譲る」ことに決定したので、会議規則第７７条の規定により報告します。

記

議案第３４号 平成３０年度川崎市一般会計予算 

議案第３５号 平成３０年度川崎市競輪事業特別会計予算 

議案第３６号 平成３０年度川崎市卸売市場事業特別会計予算 

議案第３７号 平成３０年度川崎市国民健康保険事業特別会計予算 

議案第３８号 平成３０年度川崎市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 

議案第３９号 平成３０年度川崎市後期高齢者医療事業特別会計予算 

議案第４０号 平成３０年度川崎市公害健康被害補償事業特別会計予算 

議案第４１号 平成３０年度川崎市介護保険事業特別会計予算 

議案第４２号 平成３０年度川崎市港湾整備事業特別会計予算 

議案第４３号 平成３０年度川崎市勤労者福祉共済事業特別会計予算 

議案第４４号 平成３０年度川崎市墓地整備事業特別会計予算 

議案第４５号 平成３０年度川崎市生田緑地ゴルフ場事業特別会計予算 

議案第４６号 平成３０年度川崎市公共用地先行取得等事業特別会計予算 

議案第４７号 平成３０年度川崎市公債管理特別会計予算 

議案第４８号 平成３０年度川崎市病院事業会計予算 

議案第４９号 平成３０年度川崎市下水道事業会計予算 

議案第５０号 平成３０年度川崎市水道事業会計予算 

議案第５１号 平成３０年度川崎市工業用水道事業会計予算 

議案第５２号 平成３０年度川崎市自動車運送事業会計予算 

議案第８３号 平成３０年度川崎市一般会計補正予算 
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平成３０年３月９日 

  川 崎 市 議 会 議 長

     松 原 成 文 様

                            文 教 委 員 長 

                              川 島 雅 裕

文教委員会審査報告書（請願）

  本委員会に付託された下記の請願を審査の結果、次のとおり決定したので、会議

 規則第７７条及び第９４条の規定により報告します。

記

請願第３１号 教職員の勤務時間の適正な管理を求める請願

（取り下げ） 

請願第３３号 教育格差をなくし、「ゆきとどいた教育」を求める請願

（取り下げ） 
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月 本 琢 也 本間賢次郎 末 永  直 片 柳  進 

松 井 孝 至 岩 隈 千 尋 山 田 晴 彦 松 原 成 文 

石 田 和 子 花 輪 孝 一 鏑 木 茂 哉  

健康福祉委員会 

［ １ ２ 人 ］ 

三 宅 隆 介 渡 辺  学 林  敏 夫 押 本 吉 司 

田村伸一郎 野 田 雅 之 橋 本  勝 沼 沢 和 明 

石 田 康 博 市 古 映 美 菅 原  進 嶋 崎 嘉 夫 

まちづくり委 員 会 

［ １ ２ 人 ］ 

（欠員１人） 

重 冨 達 也 渡 辺 あつ子 春  孝 明 老 沼  純 

宗 田 裕 之 かわの忠 正 原  典 之 堀 添  健 

浅 野 文 直 石 川 建 二 織 田 勝 久  

環 境 委 員 会 

［ １ １ 人 ］ 

添 田  勝 小田理恵子 浜 田 昌 利 斎 藤 伸 志 

勝 又 光 江 井 口 真 美 木庭理香子 廣 田 健 一 

雨 笠 裕 治 後 藤 晶 一 坂 本  茂  

49



閉会中の継続審査及び調査申し出一覧表

平成３０年３月１６日 

《 総 務 委 員 会 》 

 陳情第１号、２８号、７０号、７５号、８５号 

 総務企画局、財政局、経済労働局、臨海部国際戦略本部及びその他の行政について 

《 文 教 委 員 会 》 

陳情第５号、５９号、６２号、７９号、９５号、９６号 

 市民文化局、こども未来局及び教育委員会の行政について

《 健 康 福 祉 委 員 会 》 

 請願第４号、１３号、３８号 

 陳情第４９号、７２号、９９号、１０７号 

 健康福祉局、病院局及び消防局の行政について 

《まちづくり委員会》 

 請願第２号、３号、９号、１１号、１７号、２３号 

 陳情第２号、１８号、２０号、２９号、４０号、５０号、５２号、５６号、６０号、６１号、 

７３号、８１号、８２号、８３号、８４号、８６号、８７号、９７号 

 まちづくり局及び建設緑政局の行政について 

《 環 境 委 員 会 》 

 請願第７号 

陳情第３号、４号、５７号 

 環境局、港湾局、上下水道局及び交通局の行政について 

《 議 会 運 営 委 員 会 》 

請願第３５号 

議会の運営に関する事項 

 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 

議長の諮問に関する事項 
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- 0 -

議会改革検討委員会第８回報告書（抜粋） 

【市民（議会）報告会の検討】 

１ 検討結果 

  当検討委員会では、本件について調査・検討を行ったところ、次のとおり、

検討委員会としての結論に至った。 

 ・ 議会報告会自体は意義のある活動であるが、本市での実施に当たっては、

運営組織の構成に関すること、会場設営や資料準備等に関すること、報告

会当日の運営や議員の発言に関することなど、議会全体で詳細に協議し意

思決定することが必要な課題が多くあるため、まずこれらの課題を取り除

いた上で、実施の可能性について検討すべきである。 

 ・ また、議会報告会という形式にこだわらず、議会かわさきなどの広報媒

体の充実や、委員会室におけるインターネット中継のさらなる活用など、

他の手法による「開かれた議会を促進するための取組」を模索するべきで

ある。 
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議会運営の手引き新旧対照表（案）

【危機管理監の設置に関する部分の改正】

 改正案 現 行 

第３章 本会議 第３章 本会議 

 （略）

 第６節 提案説明及び議事説明員 

３８ 予算議会の提案説明は、通常、市長が「施政方針」の説明を行っ

たあとに、所管局長及び本部長並びに危機管理監及び教育次長が行

う。

３９ 予算議会以外の議会における提案説明は、市長の議案概要説明

等に引き続き、所管局長及び本部長並びに危機管理監及び教育次長

が行う。

４０ 本会議への議事説明員の出席は、通常、市長、副市長、教育長、

病院事業管理者、上下水道事業管理者、各局長、臨海部国際戦略本

部長、会計管理者、各区長、危機管理監、教育次長及び各行政委員

（委員長及び代表監査委員）とし、各会議日の出席者は別表のとお

りとする。なお、付議事件の内容によっては、関係説明員のみの出

席とすることもある。

 （略）

 第６節 提案説明及び議事説明員 

３８ 予算議会の提案説明は、通常、市長が「施政方針」の説明を行っ

たあとに、所管局長及び本部長並びに教育次長が行う。

３９ 予算議会以外の議会における提案説明は、市長の議案概要説明

等に引き続き、所管局長及び本部長並びに教育次長が行う。

４０ 本会議への議事説明員の出席は、通常、市長、副市長、教育長、

病院事業管理者、上下水道事業管理者、各局長、臨海部国際戦略本

部長、会計管理者、各区長、教育次長及び各行政委員（委員長及び代

表監査委員）とし、各会議日の出席者は別表のとおりとする。なお、

付議事件の内容によっては、関係説明員のみの出席とすることもあ

る。
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 改正案 現 行 

提案説明日 代表質問日 採決日 一般質問日

市長、副市長、教育

長、上下水道事業管理

者、各局長、臨海部国

際戦略本部長、会計管

理者、危機管理監、教

育次長 

○ ○ ○ ○ 

病院事業管理者 ○ ○ ○ 

○ 

通告があっ

た場合のみ

各区長 ― ○ ― 

○ 

通告があっ

た場合のみ

行政委員 ― ○ ― 

○ 

通告があっ

た場合のみ

提案説明日 代表質問日 採決日 一般質問日

市長、副市長、教育

長、上下水道事業管理

者、各局長、臨海部

国際戦略本部長、会

計管理者、教育次長 

○ ○ ○ ○ 

病院事業管理者 ○ ○ ○ 

○ 

通告があっ

た場合のみ

各区長 ― ○ ― 

○ 

通告があっ

た場合のみ

行政委員 ― ○ ― 

○ 

通告があっ

た場合のみ

 「○」は、出席を表す。  「○」は、出席を表す。 

 （略）  （略） 

会 議

日
説明員

会 議

日
説明員
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 改正案 現 行 

第６章 特別委員会 第６章 特別委員会

 （略）  （略）

 第２節 予算審査特別委員会 

１６７ 予算審査特別委員会の説明員は、通常、市長、副市長、教育

長、病院事業管理者、上下水道事業管理者、各局長、臨海部国際戦略

本部長、会計管理者、各区長、危機管理監及び教育次長とする。ただ

し、区長は、通告があった場合のみ出席する。

 第２節 予算審査特別委員会 

１６７ 予算審査特別委員会の説明員は、通常、市長、副市長、教育

長、病院事業管理者、上下水道事業管理者、各局長、臨海部国際戦略

本部長、会計管理者、各区長及び教育次長とする。ただし、区長は、

通告があった場合のみ出席する。

（略） （略）

 第３節 決算審査特別委員会 

（略）

 第３節 決算審査特別委員会 

（略）

１８９ 決算審査特別委員会の全体会の説明員は、通常、市長、副市

長、教育長、病院事業管理者、上下水道事業管理者、各局長、臨海部

国際戦略本部長、会計管理者、各区長、危機管理監及び教育次長と

する。ただし、区長は、総括質疑に通告があった場合のみ出席する。

 なお、 監査委員は、全体会に出席している。 

１８９ 決算審査特別委員会の全体会の説明員は、通常、市長、副市

長、教育長、病院事業管理者、上下水道事業管理者、各局長、臨海部

国際戦略本部長、会計管理者、各区長及び教育次長とする。ただし、

区長は、総括質疑に通告があった場合のみ出席する。 

 なお、 監査委員は、全体会に出席している。 

 （略）  （略）
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人事委員会
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高 津 区

市 民
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事 務 局
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レ
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ー

上下水道局 会 計 室

川 崎 区

選 挙 管 理
委 員 会
事 務 局

幸 区

交

通

局

長

消
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局

長

病

院

事

業
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者
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長

監査事務局
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市

長

＊

＊
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市

長

上

下

水

道

事
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管
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者

＊
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副

市

長

交 通 局
議場内理事者席(本会議）

人

事
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会
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長
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長
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長
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長
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長

総務企画局 健 康 福 祉局
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市民文化局 まちづ く り局
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消
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会
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湾
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病
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会

局

人

事
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会
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員

長

代
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員

選

挙

管

理
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会
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員

長

会
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管

理
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市

民
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マ
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事

務

局

長
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生

区

長
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長

建
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長
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部

長
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長
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政
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長

議

長

演
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宮 前 区

多 摩 区

麻 生 区

議場内理事者席(予算審査特別委員会）

中

原

区

長

高

津

区

長

宮

前

区

長

多

摩

区

長

麻

生

区

長

ま

ち

づ

く

り

局

長

建

設

緑

政

局

長

臨

海

部

国

際

戦

略

本

部

長

川

崎

区

長

幸

区

長

消

防

局

教

育

委

員

会

港

湾

局

病

院

局

議

会

局
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管

理

者
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民

オ

ン

ブ

ズ
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事

務
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長

こ

ど

も

未

来

局

長

市民文化局 まちづ く り局

経済労働局 建 設 緑 政局

環 境 局
臨海部国際戦
略 本 部

総

務

企

画

局

長

財

政

局

長

市

民

文

化

局

長

経

済

労

働

局

長

環

境

局

長

健

康

福

祉

局

長

総務企画局 健 康 福 祉局

財 政 局 こども未来局
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会

事

務

局
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事

務

局

長

選

挙

管

理
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会
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病
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監
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市

長
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＊
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市

長

上

下

水

道

事

業

管

理

者
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市

長
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防
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上下水道局 会 計 室
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長

演

壇
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議会運営の手引き新旧対照表（案）

【審査請求の却下の報告に関する部分の改正】

 改正案 現 行 

第３章 本会議 第３章 本会議 

 （略）

第１１節 表  決

 （略）

７１ 諮問に対する答申については、「異議ない旨回答する。」ことに

賛成する者の起立を求める。ただし、審査請求に関する諮問に対す

る答申については、「棄却すべきもの（認容すべきもの、却下すべき

もの等）と回答する。」ことに賛成する者の起立を求める。

 （略）

 第１６節 案件による取り扱いの特例 

 （略）

１０５ 法令等に基づく議会への報告案件については、議事日程に記

載し、議案にあわせて担当局長より説明する。ただし、地方自治法

第１８０条の規定による市長の専決処分の報告並びに同法第２０６

条等の規定による市長の審査請求の却下の報告については、説明を

省略する。

 （略）

１０８ 報告案件の委員会への説明は、議案説明の際、併せて当該局

より行う。ただし、地方自治法第１８０条の規定による市長の専決

処分の指定第２項のうち、交通事故に関するものは、一括して総務

委員会に総務企画局から説明する。なお、交通事故のうち、損害賠

償額の大きなもの（おおむね１００万円以上）については、その所

管の委員会にも当該局から説明する。また、交通事故以外のものは、

当該局から所管の委員会に説明する。また、同法第２０６条等の規

 （略）

第１１節 表  決

 （略）

７１ 諮問に対する答申については、「異議ない旨回答する。」ことに

賛成する者の起立を求める。ただし、不服申立てに関する諮問に対

する答申については、「却下すべきもの（棄却すべきもの、認容すべ

きもの等）と回答する。」ことに賛成する者の起立を求める。

 （略）

 第１６節 案件による取り扱いの特例 

 （略）

１０５ 法令等に基づく議会への報告案件については、議事日程に記

載し、議案にあわせて担当局長より説明する。ただし、地方自治法

第１８０条の規定による市長の専決処分の報告については、説明を

省略する。

 （略）

１０８ 報告案件の委員会への説明は、議案説明の際、併せて当該局

より行う。ただし、地方自治法第１８０条の規定による市長の専決

処分の指定第２項のうち、交通事故に関するものは、一括して総務

委員会に総務企画局から説明する。なお、交通事故のうち、損害賠

償額の大きなもの（おおむね１００万円以上）については、その所

管の委員会にも当該局から説明する。また、交通事故以外のものは、

当該局から所管の委員会に説明する。
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定による市長の審査請求の却下の報告は、総務委員会に総務企画局

から及び当該審査請求に係る処分を所管する委員会に当該局から説

明する。
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議会運営の手引き新旧対照表（案）

【議場内大型映像装置（ディスプレイ）の活用に関する部分の改正】

改正案 現 行

第７章 議場内大型映像装置（ディスプレイ）の活用 

１９４ 議場内大型映像装置（ディスプレイ）の活用については、次のと

おりとする。

 （略）

議場内ディスプレイ使用に関する資料作成ガイドライン 

 （略）

(3) 使用ＯＳ及びソフト
   ＯＳ ：「Microsoft Windows10」以降
   ソフト：「Microsoft Office PowerPoint2010」以降

第７章 議場内大型映像装置（ディスプレイ）の活用 

１９４ 議場内大型映像装置（ディスプレイ）の活用については、次のと

おりとする。

 （略）

議場内ディスプレイ使用に関する資料作成ガイドライン 

 （略）

(3) 使用ＯＳ及びソフト
   ＯＳ：「Windows7 Professional」
   ソフト：「Microsoft Office PowerPoint2010」
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